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令和６年勝浦町マラソン議会（若あゆ会議）会議録第４日目 

 

１ 招集年月日 令和６年７月２９日 

１ 招 集 場 所      勝浦町役場議場 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 議 ７月２９日 午前９時30分   議 長  松 田 貴 志 

   散 会 ７月２９日 午前９時50分   議 長  松 田 貴 志 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  内 谷 安 宏       ２番  福 井 裕 美 

       ３番  長 尾 隆 資       ４番  玉 置   守 

       ５番  花 房 勝 一       ６番  瀬 戸 直 一 

       ７番  美 馬 友 子       ８番  松 田 貴 志 

       ９番  篰   公 一       10番  井 出 美智子 

  ○欠席議員（０名） 

１ 会議録署名議員 

       ４番  玉 置   守       ６番  瀬 戸 直 一 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  野 上 武 典     副  町  長  山 田   徹 

   教  育  長  市 川 公 雄     政  策  監  佐 藤 健 司 

   総務防災課長  中 瀬 弘 晴     企画交流課長  寺 尾 由 美 

   税 務 課 長  藤 井 小百合     住 民 課 長  後 藤 信 之 

   福 祉 課 長  長 友 清 美     農業振興課長  上 村 和 也 

   建 設 課 長  海 川 好 史     上下水道課長  大 上 誉 司 

   会 計 管 理 者  正 瑞 美佳子     教育委員会事務局長  石 木 正 昭 

   勝浦病院事務局長  笠 木 義 弘 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  松 本 博 文 

１ 議事日程（第４号） 
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   開議宣言 

   日程第１ 議案第１号 徳島県市町村総合事務組合規約の変更について 

   日程第２ 議案第３号 令和６年度勝浦町病院事業会計補正予算（第１号）に

     ついて 

   日程第３ 発議第１号 刑事訴訟法の再審規程（再審）の改正を求める意見書

      について 

   日程第４ 発議第２号 小中学校の学校給食の無償化を求める意見書について 

   日程第５ 議員派遣について 

１ 本日の会議に付した事件 

   日程第１から日程第５まで（第４号） 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午前９時30分 開議 

○議長（松田貴志君） ただいまから令和６年勝浦町マラソン議会若あゆ会議を開き

ます。 

 本日の議事日程は，お手元へ配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（松田貴志君） 日程第１，議案第１号，徳島県市町村総合事務組合規約の変

更について及び日程第２，議案第３号，令和６年度勝浦町病院事業会計補正予算（第

１号）についてを一括して議題とします。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議ありませんので，そのように決定いたします。 

 これより第二読会を開きます。 

 第二読会における議員間の自由討議を省略したいと思いますが，これにご異議あり

ませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議なしと認めます。 

 それでは，これより総括質疑を行います。 

 議案第１号について質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 質疑なしと認めます。 

 続いて，議案第３号について質疑はありませんか。病院事業会計です。質疑はあり

ませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 質疑なしと認めます。 

 以上で総括質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号及び議案第３号を第三読会に付することにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議ありませんので，本件は第三読会に付することに決定し

ます。 
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 議案第１号について討論と採決を行うことにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） これより第三読会を開きます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

            （賛成者起立） 

○議長（松田貴志君） 賛成者多数と認めます。したがって，議案第１号，徳島県市

町村総合事務組合規約の変更については原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第３号について討論と採決を行うことにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） これより第三読会を開きます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件を原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

            （賛成者起立） 

○議長（松田貴志君） 賛成者多数と認めます。したがって，議案第３号，令和６年

度勝浦町病院事業会計補正予算（第１号）については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（松田貴志君） 次に，日程第３，発議第１号，刑事訴訟法の再審規定（再

審）の改正を求める意見書についてを議題とします。 
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 これより第一読会を開きます。 

 提出者から発議第１号の趣旨説明を求めます。 

 美馬議員。 

○７番（美馬友子君） 発議第１号，刑事訴訟法の再審規定（再審）の改正を求める

意見書について。 

 このことについて，勝浦町議会会議規則第11条第１項の規定により提出します。令

和６年７月29日提出。提出者，勝浦町議会議員美馬友子。賛成者，勝浦町議会議員内

谷安宏。同同福井裕美，同同長尾隆資，同同玉置守，同同花房勝一，同同瀬戸直一，

同同松田貴志，同同篰公一，同同井出美智子。勝浦町議会議長松田貴志殿。 

 刑事訴訟法の再審規定（再審）の改正を求める意見書。 

 罪を犯していない人が犯罪者として法による制裁を受ける冤罪は，その人の人生を

破壊し，人格を否定すると同時に法制度自体の正当性を失わせるものです。冤罪はあ

ってはなりませんが，後を絶ちません。袴田事件では，静岡地裁の再審開始決定に対

して検察が不服申し立てたことによって，再審開始が確定するまで９年の歳月が浪費

され，救済が遅れました。 

 こうしたことを繰り返さないためには法的な制限を加える必要があります。再審法

制における証拠開始制度の確立，検察官の上訴制限が愁眉の課題であり，誤った有罪

判決を受けている無辜の者を迅速に救済するために，下記のとおり再審法の改正を行

うよう強く求めます。 

 １，再審請求人の求めに対し，検察が有する証拠の全面開示を法整備すること。 

 ２，再審開始決定に対する検察の不服申立て（上訴）がいたずらに行われることの

ないよう制限を加えること。 

 以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和６年７月29日。徳

島県勝浦町議会。提出先，衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，法務大臣。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松田貴志君） 提出者の説明は終わりました。 

 これより発議第１号について質疑を行います。 

 質疑はございませんか。質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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○議長（松田貴志君） お諮りいたします。 

 本件については，第二読会を省略し，直ちに第三読会に付することにご異議ありま

せんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議ありませんので，発議第１号は第三読会に付することに

決定いたします。 

 これより第三読会を開きます。 

 本件については討論を省略し，直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議ありませんので，採決を行うことに決定いたします。 

 これより発議第１号の採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件について原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

            （賛成者起立） 

○議長（松田貴志君） 賛成者多数と認めます。したがって，発議第１号，刑事訴訟

法の再審規定（再審）の改正を求める意見書については原案のとおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（松田貴志君） 次に，日程第４，発議第２号，小中学校の学校給食の無償化

を求める意見書についてを議題とします。 

 これより第一読会を開きます。 

 提出者から発議第２号の趣旨説明を求めます。 

 井出議員。 

○１０番（井出美智子君） 発議第２号，小中学校の学校給食の無償化を求める意見

書について。 

 このことについて，勝浦町議会会議規則第11条第１項の規定により提出する。令和

６年７月29日提出。提出者，勝浦町議会議員井出美智子。賛成者，勝浦町議会議員内

谷安宏。以下，同は省きます。福井裕美，長尾隆資，玉置守，花房勝一，瀬戸直一，

美馬友子，松田貴志，篰公一。勝浦町議会議長松田貴志殿。 
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 小中学校の学校給食の無償化を求める意見書。 

 学校給食は，学校給食法第１条に食育の推進がその役割と目的として規定されてお

り，教科学習と並んで学校教育の一環となっている。学校給食は，児童・生徒の心身

の健全な発達に資するものであり，望ましい食習慣を養うなど，その教育的効果は大

きい。食育教育に必要不可欠な学校給食については，教科書と同様に無償化すること

が望ましく，子供の学び成長する権利を保障することは社会全体の責任である。 

 給食の無償化は，人件費や材料及び燃料費の高騰などにより市町村財政を圧迫する

懸念があり，財政力の格差により実施に踏み切れない市町村も少なくない。令和５年

４月にこども家庭庁が発足し，こども未来戦略方針において学校給食の無償化に向け

全国ベースでの学校給食の実態調査が進められている。 

 よって，国においては，こうした状況を鑑み，子供たちの健やかな成長を保障する

質の高い学校給食については国の責任において財源確保を行い，全ての市町村が学校

給食の無償化を実施できるよう強く要望する。 

 １，国において全ての小・中学校の学校給食無償化を実施すること。 

 以上，地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和６年７月29日。徳島

県勝浦町議会。提出先，内閣総理大臣，総務大臣，財務大臣，文部科学大臣，内閣府

特命担当大臣，衆議院議長，参議院議長。 

 以上，どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（松田貴志君） 提出者の説明は終わりました。 

 これより発議第２号について質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） お諮りいたします。 

 本件については，第二読会を省略し，直ちに第三読会に付することにご異議ありま

せんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議ありませんので，発議第２号は第三読会に付することに

決定いたします。 

 これより第三読会を開きます。 
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 本件については討論を省略し，直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議ありませんので，採決を行うことに決定いたします。 

 これより発議第２号の採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件について原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

            （賛成者起立） 

○議長（松田貴志君） 賛成者多数と認めます。したがって，発議第２号，小中学校

の学校給食の無償化を求める意見書については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（松田貴志君） 次に，日程第５，議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣について，お手元に配付のとおり派遣することにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（松田貴志君） 異議なしと認めます。したがって，本件は原案のとおり派遣

することに決定しました。 

 以上をもって本会議に付議された案件の審議は全て終了しました。 

 それでは，令和６年勝浦町マラソン議会若あゆ会議の閉会に当たり，野上町長から

ご挨拶をお願いいたします。 

○町長（野上武典君） 若あゆ会議の閉会に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 本会議に提案いたしました議案につきまして慎重にご審議いただき，ご決議いただ

きましたことにつきまして厚くお礼を申し上げます。 

 また，本会議の一般質問におきまして，多岐にわたりいただいたご意見，ご提言に

つきまして，今後の町勢発展のため生かしてまいりたいと思います。 

 今，フランスではパリオリンピックが開催され，日本の選手も夢の舞台で積み重ね

てきた体力や技術を遺憾なく発揮し，私たちに希望や勇気を与えていただいておりま

す。少し寝不足になりがちでございますが，また日本でも苛酷な暑さの中，九州で行

われている全国高校総体や，また，甲子園を目指して夏の高校野球の徳島大会が開催
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されております。勝浦町出身の選手もいて活躍を期待するところでございます。 

 文化面でも，写真甲子園と言われている全国大会が北海道で開催され，先日，勝浦

町出身の生徒が大会参加の報告に来庁くださいまして，併せて活躍されることをお祈

り申し上げます。 

 酷暑の夏が続きます。議員の皆様方におかれましては，くれぐれも健康にご留意さ

れまして，ますますご活躍されますことを心からお祈り申し上げますとともに，今後

とも町勢発展のために格別のご指導，ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ，閉会に

当たりましてのお礼の挨拶とさせていただきます。お疲れさまでございました。 

○議長（松田貴志君） ありがとうございました。 

 ７月10日の開会日冒頭，町長の挨拶で私たち議会議員が２期目に入るということに

触れていただきまして，この議会会期中を含めて，私たちは本会議場での議論がスム

ーズにかつ生産的にできているかっていう部分に関してはまだまだ努力が足りないか

なと思っておりますし，今朝方，打合せのときも議会議員の中で議会でのルールまた

会議規則等をしっかりと守った上で議会での議論に挑むとの部分について確認をいた

しました。２年目に入り，まだまだ至らぬところもあるかもしれませんが，先ほどの

町長の言葉にもありましたように，勝浦町の発展のために共に頑張っていけるように

私たちも努力してまいりますので，今後ともご支援，ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上で若あゆ会議の日程は全て終了いたしました。 

 これにて散会をいたします。 

            午前９時50分 散会 
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   以上会議の顛末を記し相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

      勝浦町議会議長 

 

 

      勝浦町議会議員 

 

 

      勝浦町議会議員 

 


